
令和 年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定・変更したので、地方税法第41条、第319条及び第321条の4（第321条の6）の規定によって通知しま
す。また、この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３ケ月以内に市長に対して異議申立てをす
ることができます。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して
６ケ月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立
てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３ケ月を経過しても決定
がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないこ
とに つき 正当 な理 由が あると き は 、決 定を 経な い でも 処分 の取り 消 し の訴 えを 提起 す る こ と がで きます 。
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◎この通知書の内容についてのお問い合わせは

◎通知書の見方・Ｑ＆Ａは 明石市 市民税 検索
明石市役所市民税課まで☎ (078)-918-5013(直通 ) 検索
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● ● ● ● ● 円


